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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成31年4月18日(2019.4.18)

【公表番号】特表2018-510217(P2018-510217A)
【公表日】平成30年4月12日(2018.4.12)
【年通号数】公開・登録公報2018-014
【出願番号】特願2017-568013(P2017-568013)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  36/87     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   3/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  39/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  36/73     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  36/82     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  36/63     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  36/45     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  36/81     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  36/9066   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  36/38     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  36/534    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/198    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/51     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/593    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/714    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/4415   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/375    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/733    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/575    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/07     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/202    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  38/39     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/122    (2006.01)
   Ａ２３Ｌ  33/105    (2016.01)
   Ａ２３Ｌ  33/11     (2016.01)
   Ａ２３Ｌ  33/10     (2016.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   36/87     　　　　
   Ａ６１Ｐ    3/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ   39/06     　　　　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １２１　
   Ａ６１Ｋ   36/73     　　　　
   Ａ６１Ｋ   36/82     　　　　
   Ａ６１Ｋ   36/63     　　　　
   Ａ６１Ｋ   36/45     　　　　
   Ａ６１Ｋ   36/81     　　　　
   Ａ６１Ｋ   36/9066   　　　　
   Ａ６１Ｋ   36/38     　　　　
   Ａ６１Ｋ   36/534    　　　　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １１１　
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   Ａ６１Ｋ   31/198    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/51     　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/593    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/714    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/4415   　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/375    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/733    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/575    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/07     　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/202    　　　　
   Ａ６１Ｋ   38/39     　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/122    　　　　
   Ａ２３Ｌ   33/105    　　　　
   Ａ２３Ｌ   33/11     　　　　
   Ａ２３Ｌ   33/10     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成31年3月11日(2019.3.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化ストレス調節組成物であって、
　リンゴ、ブドウ、緑茶、およびオリーブの抽出物の組み合わせを、等量のいずれか１つ
の抽出物、または前記抽出物の合計によって提供されるよりも高い抗酸化活性を提供する
量で有する組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載の組成物において、前記リンゴ抽出物は種マルス・プミラ（Ｍａｌｕｓ
　ｐｕｍｉｌａ）の抽出物を有する組成物。
【請求項３】
　請求項１に記載の組成物において、前記ブドウ抽出物は、種ヴィティス・ヴィニフェラ
（Ｖｉｔｉｓ　ｖｉｎｉｆｅｒａ）の抽出物を有する組成物。
【請求項４】
　請求項１に記載の組成物において、前記緑茶抽出物は、種カメリア・シネンシス（Ｃａ
ｍｅｌｌｉａ　ｓｉｎｅｎｓｉｓ）の葉の抽出物を有する組成物。
【請求項５】
　請求項１に記載の組成物において、前記オリーブ抽出物は亜種オレア・エウロパエア・
エウロパエア（Ｏｌｅａ　ｅｕｒｏｐｅａ　ｅｕｒｏｐａｅａ）の抽出物を有する組成物
。
【請求項６】
　請求項１に記載の組成物において、前記組成物中の前記抽出物の少なくとも１つは、他
の抽出物の少なくとも１つの量とは異なる量で存在する組成物。
【請求項７】
　請求項１に記載の組成物において、前記リンゴ、ブドウ、緑茶、およびオリーブの抽出
物は、約１：１：１：１の重量比で前記組成物中に存在する組成物。
【請求項８】
　請求項１に記載の組成物において、前記リンゴ、ブドウ、緑茶、およびオリーブの抽出
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物は、約６：１：３：１の重量比で前記組成物中に存在する組成物。
【請求項９】
　請求項１に記載の組成物において、前記リンゴ、ブドウ、緑茶、およびオリーブの抽出
物は、葉、皮、外皮、果肉、果汁、種子、またはこれらの組み合わせを有する組成物。
【請求項１０】
　請求項１に記載の組成物であって、さらに、少なくとも１つの一次または二次治療剤を
有する組成物。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の組成物において、前記少なくとも１つの一次または二次治療剤は、
ベルガモット、マンゴスチン、ベルベリン、アルギニン、シトルリン、グルタミン、亜鉛
、ビート、ロクロ（ｌｏｃｌｏ）、タンパク質、クルクミン、フィトステロール、魚油、
ＣｏＱ１０、ビタミン、繊維、イヌリン、およびこれらの組み合わせから成る群から選択
されるメンバーを有する組成物。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の組成物において、前記少なくとも１つの一次または二次治療剤は、
ベルガモットを有する組成物。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の組成物において、前記少なくとも１つの一次または二次治療剤は、
マンゴスチンを有する組成物。
【請求項１４】
　請求項１０に記載の組成物において、前記少なくとも１つの一次または二次治療剤は、
ベルベリンを有する組成物。
【請求項１５】
　請求項１に記載の組成物において、前記組成物は医薬的に許容可能な担体をさらに有す
る組成物。
【請求項１６】
　請求項１に記載の組成物において、前記組成物は経口投与製剤である組成物。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の組成物において、前記経口剤形は、カプセル、錠剤、粉末、飲料、
シロップ、懸濁液、または食品を有する組成物。
【請求項１８】
　請求項１に記載の組成物において、前記抗酸化活性は、ストレス関連性病態および代謝
障害を調節する組成物。
【請求項１９】
　請求項１に記載の組成物において、前記抗酸化活性は酸化ＬＤＬを調節する組成物。
【請求項２０】
　請求項１に記載の組成物であって、さらに、ブルーベリー濃縮物、トウガラシ抽出物、
およびターメリック抽出物を有する組成物。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の組成物において、前記ブルーベリー濃縮物はバクシニウム・アング
スティフォリウム（Ｖａｃｃｉｎｉｕｍ　ａｎｇｕｓｔｉｆｏｌｉｕｍ）を有し、前記ト
ウガラシ抽出物はカプシクム・アンヌウム（Ｃａｐｓｉｃｕｍ　ａｎｎｕｕｍ）を有し、
前記ターメリック抽出物はクルクマ・ロンガ（Ｃｕｒｃｕｍａ　ｌｏｎｇａ）を有する組
成物。
【請求項２２】
　請求項２０に記載の組成物であって、さらに、マンゴスチン果実抽出物を有するもので
ある組成物。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の組成物において、前記組成物は、等量のいずれか１つの抽出物もし
くは濃縮物の、または前記抽出物と濃縮物との合計の１．５倍を超える抗酸化活性を有す
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る組成物。
【請求項２４】
　請求項２０に記載の組成物であって、さらに、ベルガモット抽出物を有する組成物。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の組成物において、前記ベルガモット抽出物はシトラス・ベルガミア
・リッソ（Ｃｉｔｒｕｓ　ｂｅｒｇａｍｉａ　Ｒｉｓｓｏ）を有する組成物。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の組成物において、前記組成物は、等量のいずれか１つの抽出物もし
くは濃縮物の、または前記抽出物と濃縮物との合計の１．５倍を超える抗酸化活性を有す
る組成物。
【請求項２７】
　請求項２０に記載の組成物であって、さらに、マンゴスチン果皮抽出物を有する組成物
。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の組成物において、前記組成物は、等量のいずれか１つの抽出物もし
くは濃縮物の、または前記抽出物と濃縮物との合計の１．２５倍を超える抗酸化活性を有
する組成物。
【請求項２９】
　請求項２０に記載の組成物であって、さらに、マンゴスチン果皮抽出物およびベルガモ
ット抽出物を有する組成物。
【請求項３０】
　治療的に有効な量で対象に投与された場合に酸化ストレスを調節する組成物を作成する
方法であって、
　リンゴ、ブドウ、緑茶、およびオリーブの抽出物を混合する工程であって、等量のいず
れか１つの抽出物、または前記抽出物の合計によって提供される抗酸化活性よりも高い複
合抗酸化活性を提供する量で混合する、前記混合する工程を有する方法。
【請求項３１】
　請求項３０に記載の方法において、
　前記リンゴ抽出物は、マルス・プミラ（Ｍａｌｕｓ　ｐｕｍｉｌａ）の皮および果実の
抽出物を有し、
　前記ブドウ抽出物は、ヴィティス・ヴィニフェラ（Ｖｉｔｉｓ　ｖｉｎｉｆｅｒａ）の
種子の抽出物を有し、
　前記緑茶抽出物は、カメリア・シネンシス（Ｃａｍｅｌｌｉａ　ｓｉｎｅｎｓｉｓ）の
葉の抽出物を有し、
　前記オリーブ抽出物はオレア・エウロパエア・エウロパエア（Ｏｌｅａ　ｅｕｒｏｐｅ
ａ　ｅｕｒｏｐａｅａ）の葉を有する、方法。
【請求項３２】
　請求項３０に記載の方法において、前記リンゴ、ブドウ、緑茶、およびオリーブの抽出
物は、約１：１：１：１の重量比で存在する方法。
【請求項３３】
　請求項３０に記載の方法において、前記リンゴ、ブドウ、緑茶、およびオリーブの抽出
物は、約６：１：３：１の重量比で存在する方法。
【請求項３４】
　請求項３０に記載の方法であって、さらに、前記対象に少なくとも１つの二次治療剤を
投与する工程を有する方法。
【請求項３５】
　請求項３４に記載の方法において、前記少なくとも１つの二次治療剤は、前記治療的に
有効な組み合わせのリンゴ、ブドウ、緑茶、およびオリーブの抽出物と共に前記対象に共
投与される方法。
【請求項３６】
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　請求項３４に記載の方法において、前記少なくとも１つの二次治療剤は、ベルガモット
、マンゴスチン、ベルベリン、アルギニン、シトルリン、グルタミン、亜鉛、ビート、ロ
クロ（ｌｏｃｌｏ）、タンパク質、クルクミン、フィトステロール、魚油、ＣｏＱ１０、
ビタミン、繊維、イヌリン、およびこれらの組み合わせから成る群から選択されるメンバ
ーを有する方法。
【請求項３７】
　請求項３０に記載の方法において、前記抗酸化活性は、ストレス関連性病態および代謝
障害を調節する方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　本発明の特徴および利点は、以下の詳細な説明から明らかになると思われ、添付の図面
と併せて、本発明の特徴を一緒に図示する。これらの図面は、単に例示的な実施形態を示
しているだけであり、したがって、範囲を限定するものと考えるべきでないことは理解さ
れよう。
　この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある（国際出願日
以降国際段階で引用された文献及び他国に国内移行した際に引用された文献を含む）。
（先行技術文献）
　（特許文献）
　　（特許文献１）　米国特許出願公開第２０１０／０２１５７８３号明細書
　　（特許文献２）　米国特許出願公開第２０１３／０１２３２０７号明細書
　　（特許文献３）　国際公開第２０１４／０８８５２０号
　　（特許文献４）　米国特許出願公開第２０１５／００５６２５５号明細書
　　（特許文献５）　米国特許出願公開第２００９／０１３６４６９号明細書
　　（特許文献６）　国際公開第２０１２／１２９６８３号
　　（特許文献７）　米国特許出願公開第２００６／００８８６４３号明細書
　　（特許文献８）　米国特許出願公開第２００４／００２３８９４号明細書
　　（特許文献９）　米国特許出願公開第２００５／０４８１４３号明細書
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